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松本 誠 委員長へ 

 

整備計画の進行管理体制の構築に向けて 
 

長峯 純一 

 

1. 整備計画策定後は、その進行管理を図るべく、PDCA のマネジメント・サイクルの考

え方を取り入れた制度設計を図ることが、整備計画の中に明記されようとしている。

それに向けて、最後にもう一点、要望しておきたい。表○で示された整備計画におけ

る各対策の進行スケジュールが、現行では前期（前半）と後期（後半）の 2 段階にな

っている。これをもう少し段階を増やし、4 段階か 5 段階に、最低でも 3 段階にする努

力をして欲しい。このことは、PDCA サイクルを機能させるために極めて重要なポイ

ントである。 

2. これまで県は、整備計画に具体的に記載された対策の実施工程表を記載することを、

それによって拘束されたくない、という理由から拒んできた。しかし、本来「計画」

を作るということの一つの意味は、まさにその拘束性にある。そしてさらに、その拘

束をする議論・作業に住民が関わることによって、ガバナンスの機能も発揮されると

言える。「地域の意見を聴く」というガバナンス機能が法的に担保されているのは、現

在、整備計画の段階だけである。その整備計画にある程度の拘束性を持たせることは、

県民・住民にとって重要なことである。 

3. 県は、これまで、用地交渉や住民説明や予算獲得が出来ていないものは、整備計画に

記載することはできない、という説明をしてきたが、個別利害に関係する内容まで記

載する必要はない。個別事業レベルのスケジュール表があればもちろん望ましいが、

それが難しければ、一段上の施策レベルのスケジュール、それも 20 年間を何段階かに

分けたレベルでの記載で十分であるかと思う。 

4. 日本の行政は、これまで法令およびそれに基づいた計画に記載したものは絶対に実現

しなければならないという無謬性に囚われてきた面がある。もちろん計画したものは

実現を目指すことは当然であるが、計画段階で予測できなかったさまざまな要因によ

って、計画どおりに事が進まないことはままあることである。そのときに、なぜ計画

どおりにできなかったのかをうやむやにすることなく、それをきちんと説明すること

の方がむしろ重要なことである。したがって、現段階で持てる情報のもとで最善と考

えられる対策の進行プロセスを、ぜひ計画（目標）として記載することを要望する。 
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